
【障がいのある人】
次の ❶～❸ のいずれかを持っている町内在住者　※他市町の介護保険被保険者は対象外
❶ 身体障害者手帳（1～3級）❷ 療育手帳（A・B判定）❸ 精神障害者保健福祉手帳（1～2級）

【高齢者】
次の ❹～❻ を全て満たす町内在住者
❹ 75歳以上で一人暮らしまたは75歳以上のみの世帯に属する
❺ 自家用車などの交通手段がなく、隣地などに自家用車を所有する親族がいない
❻ 町民税の非課税世帯に属する

令和2年度のタクシー料金助成利用券の 
受け付けが始まります ◎問い合わせ　 福祉課　☎0561・56・0732 

高齢者支援課　☎0561・56・0735

春の火災予防運動
3月1日から7日まで、春の火災予防運動が全国一斉に繰り広げられます。「こんろ」のみならず、ご家庭
全体の防火対策は万全でしょうか？ぜひこの機会に防火対策を見直しましょう。

対象者

タクシー料金助成利用券（一枚200円、1回の使用枚数の上限なし）を渡します。
障がい者：一人年間1冊（90枚つづり）　高齢者：一人年間1冊（60枚つづり）助成内容

4月1日～令和3年3月31日有効期間

3月23日（月）から受け付け。 
障害者手帳（障がいのある人）、印鑑をお持ちの上、
障がいのある人は福祉課、高齢者は高齢者支援課へ。

申請

火 災を予防しましょう
2019年中に尾三消防本部管内で発生した火災は109件で、そのうち建物火災は43件で39%を占めてい 
ます。さらに、建物火災の出火原因で最も多かったものは、「こんろ」によるものです。火の消し忘れや着衣
に着火したケースもあります。こんろを使用する際には次のことに注意して火災を予防しましょう。

６つの対策
●使用中はその場から離れないようにしましょう。
●グリルは使用後、こまめに清掃しましょう。
● グリル庫内で調理物や汚れなどが発火した場合には、扉を開けると火があふれ周囲に 

燃え広がるおそれがあるため、操作ボタンや器具栓つまみを消火の状態に戻し、火が収まるのを待ちましょう。
●煮こぼれや油汚れはきれいにふき取りましょう。
●ガス臭いときは絶対に火を点けず、ガス栓を閉めて販売店やガス事業者に連絡しましょう。
●点火しにくいなどで繰り返し点火操作をするときは、周囲のガスがなくなるまでしばらく待ちましょう。

NEWS119 尾三消防
豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町を管轄する尾三消防組合から
のお知らせです。 ◎問い合わせ　尾三消防組合　☎0561・38・0119
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